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令和６年度事業方針 

 

１．基本方針 

 

１） 映像産業振興への貢献（映像製作者への支援を目指して） 

昨年度創立 70周年を迎えた当連盟は、社会教育としての映像の役割の追求を創立の原点

としながら、その後の映像メディア革新に対応しつつ今日を迎えている。映像製作者の団

体であるが故に、時代を越えて映像を<つくりつづける>ことを支援する・・・これが変わ

らぬ当連盟の基本的な方針である。 

中核事業である「映文連アワード」は本年で第 18回目を迎える。インターネットやスマ

ートフォンを介して「短編映像」はますます活発に製作され、発信され、世界を自由自在

に駆け巡っている。『Power of Film』が本年度の映文連アワードのテーマである。<映像の

力>を実証するような、インパクトのある作品の登場を今年も期待したい。 

当連盟としては、時代の変化に即応しながら映像産業振興への貢献を目指すと同時に、

時代を超えて普遍的な価値の創造に寄与する活動を後押ししていきたい。 

 

２） 会員活動を通じた交流、発展への寄与 

デジタル化は映像製作業界に大きな変革をもたらしている。動画配信、バーチャルプロ

ダクト、生成 AI等の革新は新しいビジネスチャンスの到来を生み出すと同時に、新規参入

者の増大や競争の激化など変化への対応にも直面する。こうした変革の時代に、会員間の

課題を共有化し、交流を通じて会員企業の発展を目指すことが従来以上に求められている。 

新会員の拡大、会員間・関連業界の交流、外部講師による研修、外部への発信力強化を

進め、人材育成、法令改定、市場リサーチ、公正な取引、著作権、海外市場、技術革新等

の経営課題について、会員相互の交流を通じて課題解決の探求に取り組みたい。 

 

３） 財務基盤の強化 

財務基盤の脆弱さが当連盟の永年の課題である。2020年～2022年の 3年間コロナ禍の期

間を通じて財務基盤の強化を目標と掲げてきたが、2023年度も残念ながらその目標は達成

に至らなかった。映文連アワードや諸セミナー開催等においてはコスト削減の徹底を進め

る中で、収支構造の改善を果たして来たが、一方で長期的な会員数の減少傾向が続き、基

盤となる会費収入の低下を事業収益向上では埋めきれなかった。こうした環境下において、

誠に遺憾ながら 2024年度は会費値上げ、アワード参加費値上げをお願いすることとした。

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げたい。 

一方で、当連盟の経営は会費値上げだけで解決するものではなく、更なる構造改革と事

業見直し、寄付金・協賛金等収入の増大を必要としている。中期的に持続可能な事業の選

択と推進方法、運営体制の抜本的な改善の検討を、会員各位の意見を集めながら引き続き

継続する。 
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２．主要事業の活動計画 

 

１）映文連アワード（映像コンテンツの質的改善・普及啓発事業） 

  連盟の中核事業である映文連アワードは、短編映像のフラッグコンクールとして幅

広いジャンルの作品を募集し、一般的には視聴されることの少ない映像作品群にスポ

ットを当てて顕彰の場を創出してきた。2024年もアワードを継続し、コンテンツ普及

啓発に寄与することを目指す。 

それと同時に、応募作品数、協賛企業、寄付募集等の収入増を目指し、実施の効率

化を進め事業収支改善と運営プロセス合理化を進める。また、国際短編映像祭につい

ては、海外の映像製作者との交流など活動の幅を広げる。 

 

２）コンテンツ利用促進（公共団体等への普及啓発事業） 

  公正な取引、著作権、労務課題、IT導入など、コンテンツ利用促進にあたっての業

界共通の課題を抽出して解決の道を探ることも当連盟に課せられた大きなテーマであ

る。「映像制作費積算資料」は映文連が独自に発行する唯一無二の貴重な出版物であり、

地方公共団体を含めて販路を拡大して業界発展に寄与するとともに啓発を進める。 

 

３）関連業界課題解決（映像コンテンツ発展と振興への提言事業） 

 「ＴＡＮＰＥＮ塾」「技術セミナー」「新入社員向けセミナー」等映像コンテンツ業界 

に共通する課題の抽出、映像メディアの新潮流情報の共有化の柱であり、同時に業界

全体の人材育成、情報発信、業界交流の中核事業として実施を進めてきた。著作権セ

ミナーにおいては 2月に「生成 AIと著作権」をテーマに著作権セミナーを行うなど、

タイムリーなテーマで会員間の情報共有を進めている。これらの活動は今年度も引き

続き継続する。 

 

４）会員交流、会員サービス 

  理事会、委員会の透明で公平な運営、情報公開と情報サービスの実施を引き続き継

続する。会員各社には各委員会の委員依頼、アワード審査員依頼等幅広く連盟の活動

への参加をお願いしている。「新技術研究会」等の交流活動、会員社見学会、懇親会等

の場で会員交流を活発化させたい。 

また、連盟の運営においてはデジタル化、電子化、ペーパーレス、キャッシュレス

等を更に進め、効率化とサービス向上、コスト削減を目指すこととする。 

 

以上 
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令和６年度事業計画 

 

〈公益目的事業Ⅰ〉 

映像コンテンツの質的改善と普及啓発のための「映文連アワード」開催と国際交流事業 

映像コンテンツの質的改善と普及啓発のために映像祭『映文連アワード2024』を開催する。米

国・欧州・アジアなど海外の映像祭主催団体との交流を推進し、それらの文化ゾーンに属する

優れた企業映像を『International Corporate Film Showing2024』において紹介する。尚、2010年度

より『映文連アワード』と『世界の優秀企業映像を見る会』は統合され、「映文連 国際短編映

像祭」（JAAP International Short Film Festival）として開催している。 

① 第 18 回『映文連アワード 2024』の開催。4～5 月作品を一般公募し、一次審査・本審査を

経て「最優秀作品賞(グランプリ)」他受賞作品を決定、11 月中旬に表彰式を実施。 

② 『映文連アワード 2024』受賞作品上映会を東京、大阪等にて開催。 

③ 『映文連アワード 2024』受賞作品特集号（会報“MOVING IMAGES”特別編集）の発行。 

④ 『映文連アワード』受賞作品の作品データや動画の Web上での視聴拡大を目指す。 

⑤ 『International Corporate Film Showing 2024』においては、米国・欧州の優秀作品の上映に

加え、アジア諸国の作品上映も試みる。 

⑥ハンブルグ（独）「World Media Festival」、カンヌ（仏）「Cannes Corporate Media & TV Awards」、

米「US International Film & Video Festival」等への参加呼びかけと日本からの受賞作品の紹

介。「Cannes Corporate Media & TV Awards」審査等への協力。 

⑥ 国際映像祭に関する情報提供。 

 

〈公益目的事業Ⅱ〉 

映像コンテンツの利用促進及び公共団体等の映像コンテンツの普及啓発事業への協力 

映像コンテンツの利用促進のために、歴史的文化的にみて希少価値のある映像コンテンツを

編集・企画するとともに、公的機関の推進する映像アーカイブや普及啓発事業に協力する。 

また、短編映像の所在情報である「作品登録データベース」を運営し、作品情報を提供する。 

① 大藤信郎アニメ作品『くじら』『幽霊船』（デジタル復元版）の公共施設での上映に協力。 

② 紀伊國屋書店 DVD シリーズ『ドキュメンタリー映像集成』第２期の継続発売。 

③ 「日本アートアニメーション映画選集」DVD の継続発売。 

④ 「アニメーションの先駆者 大藤信郎 孤高の天才」DVD の継続発売。 

⑤ 昭和 30 年代産業映画 DVD 作品の継続販売。 

⑥ 国立映画アーカイブと協調した作品原版の保存促進。 

⑦ 埼玉県「彩の国デジタルアーカイブ」の作品収蔵事業への協力。 

⑧ 「科学技術映像祭」の共催及び応募作品の受付。 

⑨ 「作品登録データベース」による短編映像の作品情報の提供。近年製作された作品につ

いても広く作品登録を呼びかける。 
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〈公益目的事業Ⅲ〉 

映像コンテンツの発展と振興に関わる提言事業 

 映像コンテンツ振興及び質的向上のために関連業界共通の課題解決を協議し、公正な受注契

約を結ぶための著作権知識の啓蒙と普及をはかるため、「著作権セミナー」を定期的に開催、

ＨＰによる啓発活動を行う。 

① 公正な受注契約を結ぶための著作権に関するセミナーの開催。 

② 著作権知識の啓蒙と普及をはかるため、ＨＰによる啓発。 

③ 『著作権契約ハンドブック』の継続発売。 

④ 著作物の教育利用に関する補償金制度について貢献を目指す。 

⑤ プロデューサーを主対象にした著作権・契約ノウハウの提供と窓口機能の充実。 

 

〈相互扶助等 その他Ⅰ〉 

「映像製作費積算資料」発行事業 

 映像コンテンツ製作に関する実績調査を行い、適正な製作費を確保し、製作状況の改善をは

かるため、『映像製作費積算資料』を発行する。 

① 適正な製作費の確保と製作状況の改善をはかるための『映像製作費積算資料』発行。令和

6 年度からは隔年発行とする。 

 

〈相互扶助等 その他Ⅱ〉 

映像コンテンツ製作技術と次世代映像文化の調査・研究 

 映像製作に関する最新技術の情報収集に努め、技術セミナー等の開催を通じて、新しい映像

製作技術を提供するとともに、若手を育成するため、短編映像制作を教える「TANPEN 塾」等

を開講する。 

① 映像コンテンツ製作技術に関する情報の収集と調査・研究。 

② 最新技術を紹介する「映像製作技術セミナー」の開催。 

③ 人材育成セミナー「映文連 TANPEN 塾」の開催。 

④ 新入社員に映像制作の基礎知識を教えるセミナーの開催。 

 

〈会員サービスⅠ〉 

会員拡大と会員に対するサービスの向上等 

映像コンテンツ業界が抱える幅広い課題に積極的に取り組み、映文連会員はもとより、異

なるジャンルからの会員拡大によって連盟収入の安定確保と新しい情報サービスの向上を

図る。 

① 会員の抱える問題に答える相談窓口を設け、諸問題を具体的にサポートするコンサル

ティング・サービスの継続。 

② 映像機器メーカー等の協力によるビジネス動向に適った各種セミナー（勉強会）を定

期的に開催し、新たな映像コンテンツ製作へのビジネスヒントを提供。 

③ 認知度を高めるために、ＨＰポータルにおいて映像祭やセミナー情報、映像活用情報

等を定期的に更新・発信するとともに、動画時代に合わせ、アワード受賞作品のトレ

ーラー映像等を積極的に UP し、発信力を高める。メールを活用し、会員への情報提
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供及び事業活動の広報も一層充実させる。 

④ フェイスブック等の SNS を活用し、映文連の活動を広く一般に発信する。 

 

〈会員サービスⅡ〉 

関西支部の活動 

 セミナー・上映会等の企画や会員交流など、積極的な活動展開のために各種情報提供や 

 「映文連アワード」受賞作品の上映会など、本部から関西支部への活動支援を行う。 

① 最新の映像制作技術等についての勉強会・セミナーの定期的開催。 

② 関西映像コンテンツ業界の現状についての意見交換会開催。 

③「映文連アワード受賞作品上映会 in 大阪」を開催。 

 

〈その他の事業 Ⅰ〉 

視聴覚教材の現代的・未来的指向に関する調査研究 

視聴覚教育の形態は、ITを活用した教育へと大きく変容している。このような背景に対応し、

視聴覚教育映像の役割を再検証するとともに、新しいメディア環境に即した役割の調査研究、

及びビジネスモデルに係る検討を行う。 

① 視聴覚教育教材映像の可能性の再検証と、IT 社会に適応した視聴覚教材提供のあり方の 

  調査研究し、会員者の所有する映像資産を ICT 教材として教育現場に提供する仕組みを 

検討する。 

② 全国視聴覚教育連盟より提起された「視聴覚センター・ライブラリーの映像教材の個人

貸し出しに関する要望」の継続協議。 

③ 全国視聴覚教育連盟との著作権に関する協議により、視聴覚センター・ライブラリーで

廃棄処分が決まった映像作品については、映文連を通じて制作会社に通知を行う。 

 

〈その他の事業 Ⅱ〉 

その他、関連する事業 

映像コンテンツ業界の実態、会員の製作状況について各種の調査をおこない、所管官庁は

じめ関連諸機関からの照会に応える。 

① アンケート等を通して映像コンテンツ業の各種実態調査。 

② 会員メールでの周知等、中央省庁が行う関連行政施策への協力。 

③ 各種映像祭への後援名義を出す。 

映画産業団体連合会、日本視聴覚教育協会、著作権諸団体等、その他関係団体の行う映

像祭・見本市・セミナー等事業への協力。 

 

以上 


